
３９ 大学院学生に対する主な経済的支援

給付型 貸与型

ティーチング・アシスタント(TA) リサーチ・アシスタント(RA)

区分 フェローシップ 奨学金

国立大学 私立大学 国立大学 私立大学

特別研究員事業 国立学校特別会計 私立大学等経常費補助金 私立大学等経常費 奨学金事業（平成１５年度以前） （平成１５年度以前）国立学校特別会計

(独立行政法人日本学術振興会) (独立行政法人日本学生支援機構）制 度 等 補助金

８，２５４百万円 ４，４１４百万円 １，５００百万円 １，８４３百万円 ８００百万円 １，１１１億円(１7年度) (１５年度) (１7年度)

(１５年度) (１7年度) (１７年度)予 算 額

3,640人 9,281人 4,267人 678人 28,363人

博 士 （１7年度，数値は予算員数） （１５年度，数値は予算員数） （１５年度，数値は予算員数） （１7年度，数値は予算員数） （１７年度，数値は予算員数）9,091人

支援 （５％） （１３％） （６％） （１％） （３９％）（１7年度，数値は予算員数）

（４％）

人数 4,384人 65,573人修 士

専門職 （１５年度，数値は予算員数） （１7年度，数値は予算員数）

（３％） （３８％）学 位

＊ 1)支援人数欄の（ ）内のパーセンテージは，国公私全体の当該課程在学者(平成16年度)に対する支援人数の割合（参考：修士課程 162,712人，専門職学位課程 7,866人，博士課程 73,446人（平成１６年度学校基本調査報告書）

2)各種経済的支援が学生に併給されている場合がある。
3) TA，RAの資金としては，運営費交付金や私立大学等経常費補助金に加え，21世紀COEプログラムなども活用されている。
4)私立大学のRA(予算額)は，ポストドクター等分を含む。

5)国立学校特別会計において国立大学・大学共同利用機関に措置されているTA,RA経費については，平成16年度以降法人化に伴い 「国立大学法人運営費交付金」に移行し，各法人の裁量により運用。，

【参考】米国における博士課程の大学院学生に対する主要援助措置の状況（ ）２００１（平成１３年）年，科学及び工学分野のみ，フルタイム学生のみ

区分 フェローシップ トレーニーシップ ティーチング・アシスタント(TA) リサーチ・アシスタント(RA) その他支援 自己負担

支援人数 ３２，１７６人 １４，１５５人 ６７，９９２人 ９９，７２４人 ２３，８８４人 117,184人

（９％） （４％） （１９％） （２８％） （７％） （33％）

出典：NSF,Science&Engineering Indicator-2004,Appendix table 2-15

＊トレーニーシップ …… 特定の教育プログラムを援助するために国が大学に一括して支出する資金（ブロック・グラント）のこと。国は，大学からの申請に応じて対象となる大学を選考し，大学はこの資金を原資として，さらに個別の優秀な学生を選考する。
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１．概要
優れた若手研究者に対して，自由な発想を基に主体的に研究課題等を選びながら生活の不安なく研究に専念できる機会を与えるため，優れた

研究能力を有する若手研究者（ 博士課程学生，ポストドクター ）を日本学術振興会において「特別研究員」として採用している。
採用された「特別研究員」には，生活費に相当する「研究奨励金」が支給される(返納義務はなし)とともに，研究遂行に必要な経費として

「科学研究費補助金（特別研究員奨励費）」への申請資格が付与される。

（特徴）
① 優れた若手研究者が主体的に研究課題，研究の場を選びながら研究に専念できる。
② 多様な学問分野における研究者養成に資するよう，人文・社会科学及び自然科学の全分野を対象。
③ 支援対象者に応じた多様な採用区分を設けている 。博士課程学生に対する支援については ，以下のとおり区分。

④ 約１０倍近い競争環境の下，優秀な博士課程学生等を採用。

２．待遇等（平成１７年度）
○特別研究員（ＤＣ）（研究奨励金，研究費についてはDC1，DC2，21COEともに共通）

採用期間 ：２年間又は３年間
研究奨励金：月額 ２００，０００円
研究費：科学研究費補助金（特別研究員奨励費）から年額１５０万円以内交付

独立行政法人日本学術振興会による特別研究員事業（フェローシップ）

特別研究員（ＤＣ）の人数の推移

＊①Ｈ8～Ｈ１7は当初予算。
②Ｈ１５以降の人数には，２１世紀ＣＯＥプログラムに係るものを含む。

2200 2420 2440 2860 2924 2966 3106 3000

（人）

ア．特別研究員（ＤＣ１） （博士課程後期１年次生，支援期間：３年間）
イ．特別研究員（ＤＣ２） （博士課程後期２年次以上生，支援期間：２年間）
ウ．特別研究員（21COE） （「21世紀ＣＯＥﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 」選定拠点である大学院の博士課程後期学生，支援期間：2年間又は3年間）

3220 3640



ティーチング・アシスタント（ＴＡ）

－ 国立学校特別会計（運営費交付金）における制度概要 －
１．概要

優秀な大学院学生に対し，教育的配慮の下に学部学生等に対する助言や実験，実習等の教育補助業務を行わせ，学部教育等におけるきめ細かい
指導の実現や大学院学生が将来教員・研究者になるためのトレーニングの機会の提供を図るとともに，これに対する手当支給により，大学院学生
の処遇の改善の一助とすることを目的とする。

２．対象者
大学院に在籍する優秀な学生

３．待遇等（平成１５年度）（国立大学）
待遇 ： 月額４３，２００円程度

博士 １，０８０円程度／時間
修士 １，０８０円程度／時間

期間 ： １年間（更新可）

＊ 国立学校特別会計において国立大学・大学共同利用機関に措置されているＴＡ経費については，平成１６年度以降，法人化に伴い，「国立大学
法人運営費交付金」に移行し，各法人の裁量により運用。

＊ 私立大学については，ＴＡの活用に係る所要額の一部を，学校法人に対し補助。
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国立大学 私立大学

ＴＡの予算額の推移（百万円）

＊①国立大学の額は，国立学校特別会計における予算額。
②私立大学の額は，私立大学等経常費補助金における予算額。

3429 3635 3829 4070 4109 4414

543

1018 1018
1218 1218

1400

大学に雇用され，セミナーの指導，実験・実習の指導，試験の実施，学部学生の講義等を担当し，その対価として，一定額の給付金が支給
されるもの。

（参考）

1500 1500



－ 国立学校特別会計（運営費交付金）における制度概要 －
１．概要

国立大学・大学共同利用機関の研究プロジェクト等に優秀な博士後期課程在学者を研究補助者として参画し，研究プロジェクトの効果的な推進
を図るとともに，研究補助業務を通じて若手研究者としての研究遂行能力の育成を図る。
＊ 研究プロジェクト等とは，特定の研究課題やテーマについて，一定期間編成される研究チームが共同して取り組む課題性を持った研究活動を
指す。（特定の研究経費を利用した研究プロジェクトに限らず，複数の研究経費を複合した学内プロジェクト的な臨機応変に組織される研究活
動を含む。）

２．対象者
大学院博士課程に在籍する学生

３．待遇等（平成１５年度）（国立大学）
待遇 ： 月額８６，０００円程度

博士 １，０８０円程度／時間

期間 ： １年間（週２０時間程度を上限とし，通算２００時間程度以上が標準）

リサーチ・アシスタント（ＲＡ）

＊ 国立学校特別会計において国立大学・大学共同利用機関に措置されているＲＡ経費については，平成１６年度以降，法人化に伴い，「国立大学
法人運営費交付金」に移行し，各法人の裁量により運用。

＊ 私立大学については，ＲＡの活用に係る所要額の一部を，学校法人に対し補助。
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（百万円）
ＲＡの予算額の推移

＊①国立大学の額は，国立学校特別会計における予算額。
②私立大学の額は，私立大学等経常費補助金における予算額。
③私立大学のＲＡは，ポストドクター等を含む。
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600
1412 1521 1760 1877 1877 1843

大学教員の研究補助者として雇用されるもので，雇用された大学院学生の給与と授業料などの経費が支給される。学生の研究補助事業に対する

対価として支払われるもの。

（参考）
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独立行政法人日本学生支援機構による奨学金事業

１．概要
経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し，学資の貸与その他必要な援助を行うことにより，教育の機会均等に寄与し，豊かな人間

性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的とする。

２．対象者
大学・短大，高専，大学院，専修学校専門課程生

【大学院学生に対する奨学金事業】（予算ベース）

平成１７年度 貸与人員 ９３，９３６ 人（４，５５６人増）
事 業 費 １，１１１ 億円（６９億円増）
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389 406
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504511

419

315
373355
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貸与人員（修士課程） 貸与人員（博士課程） 事業費（修士課程） 事業費（博士課程）

25,378 26,399 27,44423,58022,75022,75019,750

31,610

43,110

52,540 50,841
55,968 57,016

61,936

（億円）
（人）

奨学金事業の貸与人員，事業費の推移
65,573

28,363



授業料免除制度（国立大学）

１．概要
経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀な者，その他やむを得ない事情がある者を対象として，その納付を，免除する

ことにより，学修継続を容易にし，教育を受ける機会の確保を図ることを目的とする。

２．要件
経済的理由によって授業料の納付が困難であり，

・学業優秀と認められる場合

・休学，死亡，風水害等やむを得ない事情があると認められる場合

＊ 「風水害等」とは，授業料の各期ごとの納期前６か月以内（新入学者は入学前１か月以内）に，学生又は学資負担者が風水害等の災害を受

けた場合を指す。

３．手続き
各国立大学長に対して申請

＊ 平成１６年度以降は，「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」において，国立大学法人は，経済的理由によって納付が困難であると
認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し，授業料，入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その
他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする旨規定されているが，具体的な仕組みについては，各国立大学法人が設定。
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＊ 「免除者延べ人数」…授業料納付時期（年２回）ごとに免除対象となる者の審査を行っているため，延べ人数となっている。
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